
 建築基準法施行規則の一部改正による認定基準の改訂について  

 

 

この度、令和５年１２月１２日付けで建築基準法施行規則の一部（第１０条の３）が改

正されました。これに伴い、「建築基準法第４３条第２項に基づく認定及び許可申請の手引

き」を一部改訂しましたのでお知らせいたします。 

 

改訂箇所 

「包括同意基準及び認定基準 参考図」の【認定】欄 

 

改訂内容 

【改正前】 

同規則第１０条の３で定める道の区分に関係なく、延べ面積 200 ㎡以内の一戸建て住宅 

 

【改正後】 

〇同規則第１０条の３第１項第１号に規定する道 

 （４ｍ以上の公共の用に供する道） 

劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場以外の用途 

 

〇同規則第１０条の３第１項第２号に規定する道 

 （４ｍ以上の私有地） 

一戸建て住宅、⾧屋又は施行令第１３０条の３に規定する兼用住宅 

 

 

官報 URL 

https://kanpou.npb.go.jp/20231212/20231212h01121/20231212h011210002f.html 

延べ面積 

500 ㎡以内 


